
 

にっぽうニュース      （令和5年11月27日） 
①  ＰＣＴ国際出願の軽減・交付金 

 ＰＣＴ（特許協力条約）に基づく国際出願をする際に特許庁へ納付する手数料（特許印紙代）には、国際出願手数

料、送付手数料、調査手数料などがあり、送付手数料と調査手数料については、国内出願の審査請求と同様の軽

減制度、国際出願手数料については、後日申請することで支給される交付金制度がありますが、2023年12月末で

一旦終了します。 

 

（１）2024年1月以降の国際出願についての措置 

対象者 手数料 措置内容 

中小企業 

送付手数料 

１／２に軽減 調査手数料 

国際出願手数料 

小規模企業 

設立後10年未満の中小企業 

送付手数料 

１／３に軽減 調査手数料 

国際出願手数料 

大学等 

送付手数料 

１／２に軽減 調査手数料 

国際出願手数料 

独立行政法人等 

送付手数料 

１／２に軽減 調査手数料 

国際出願手数料 

公設試験研究機関 

送付手数料 

１／２に軽減 調査手数料 

国際出願手数料 

認定福島復興再生計画 

送付手数料 

１／４に軽減 調査手数料 

国際出願手数料 

 要するに、国際出願手数料が、交付金から軽減に変わります。 

 

（２）申請方法 

 国際出願の願書に軽減申請書を添付（後からは提出不可） 

 


